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第１章 はじめに 

 平成 27年国勢調査によれば、平成 22年と比較して人口は 96万 2607人の減少、世帯数は 149万 8181世帯増

加している。世帯人員数が減少する今日の日本において、一人世帯や二人世帯の住処の受け皿となっているの

が低層の共同住宅である。しかし、共同住宅の供給過多による空き家が社会的課題となっている。平成 30年住

宅土地統計調査によれば、空き家の約半分が共同住宅の空き家である。対策として空き家対策の推進に関する

特別措置法（平成 26年法律第 127号）が公布されている。 

しかし、対象は全室が空き部屋となった共同住宅だけであるため、対策を施すには手遅れであり、除却もで

きず放置される建築物が多くある。適切な管理が行われていない空き家は防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があり、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等

の活用のため対応が必要である。 

手遅れとなる前に対策を取ることができるように、共同住宅等（長屋建て住宅を含む）の立地動向を広範囲

で把握することにより、空き家となる共同住宅等の建設を適切に誘導することを目的とする。 

第２章 地方都市広域圏における共同住宅等の現状 

 本研究では、人口が 20万人以上の県庁所在地を中心都市としてその周辺地域を含んだ範囲を地方都市広域圏

として分析する。大都市圏及び人口 50万人以上の都市を中心都市とした都市圏より規模の小さい都市圏である。 

建築関係法令上、共同住宅と長屋建て住宅は構造的違いの定義というより用途的な区別で定義されており、

一般的には複数の住戸が水平方向、鉛直方向に壁と床を共有し、それぞれの住戸から共用の階段や廊下を通り

道路まで通行可能なものを共同住宅とし、住戸から共用する階段や廊下がなく、道路まで通行可能なものを長

屋としている。 

地方都市広域圏を考える上で、人口規模や地理的条件の似ている四国 4県での共同住宅等の供給数及び制度

等について調査し、比較する。共同住宅等は用途地域内では工業専用地域を除いて立地可能である。しかし、

市街化調整区域などの立地が制限されている地域での開発行為に関しては開発許可を受けなければ建築物を建

築することができない。 

四国 4県の新築着工戸数を比較したところ、共同住宅よりも長屋建て住宅が多いのは徳島県、香川県の 2県

であった。特に徳島県は長屋建て住宅が共同住宅よりも多い年度が 10年続いている。平成 30年の住宅土地統

計調査によれば平成 25年までの調査では減少し続けていた長屋建て住宅の戸数が増加（約 12万戸）に転じた。

共同住宅は増加し続けている（約 126万戸）。 

長屋建て住宅は建築基準法上では戸建て住宅と同様に扱われており、宅地条例の条件を満たす地域において

は市街化調整区域に建築することが可能である。 

表.1四国 4県の共同住宅及び長屋建て住宅の年度別新築着工戸数 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 章 徳島広域圏における共同住宅等の立地状況 

 共同住宅等の立地は徳島市役所からの距離

が 10km以内のエリアに分布している。10km

圏内から外れている地域で分布している場所

では市街地利用されている市街化区域内であ

る。従って、徳島市へのアクセスが良好な距

離的に近い地域や駅に近い地域を狙って共同

住宅等は建てられている。 

条件を満たせば市街化調整区域内で長屋建

て住宅の建設可能であるため、規制の緩い状

態が続くと、市街化区域内の開発余地が少な

くなるにつれて、今以上に市街化区域外に建

設が増加する恐れがある。非線引き区域であ

る藍住町は人口規模に対して多い共同住宅及

び長屋建て住宅の供給であり、これは規制の      図.1地方広域都市圏における建築確認分布 

緩さが大きく影響を受けていると考えられる。表.2より、市街化区域内での共同住宅の建築確認件数は約 80.8％

が徳島市であり、共同住宅のほとんどは徳島市内で建築されていることが分かる。 

 基本的には市街化区域内に建築される傾向にあるが、市街化区域外で建築されやすい地域は駅周辺 600ｍ圏

内に市街化区域が少ない地域である。駅周辺は市街化区域内であることが多く、基本的には建築には土地利用

規制がかかることはない。しかし、市街化区域に指定されている地域の面積が少なく、駅周辺が市街化区域に

指定をされていない地域が多い場合、土地利用規制を避ける手段として、長屋建て住宅の建築が行われている

ことが窺える。 

第 4章 結論 

 研究では共同住宅等の立地動向を地域の特性や要因ごとに調査し、地方都市広域圏での共同住宅及び長屋建

て住宅の立地動向を、徳島県をケーススタディとして明らかにした。 

 地方都市広域圏の中心都市からの距離が近い市街化区域内や土地利用規制の緩い地域での共同住宅等の建築

が多くみられた。長屋建て住宅の建築を市街化調整区域内でも認めているため、中心都市である徳島市をはじ

めとする地方都市広域圏内の各市町で長屋建て住宅の建築が多くみられた。市街化区域内に適切に建築されて

いる割合の高かった北島町は市の全体の面積に対する市街化区域に指定されている地域の面積の割合が高く、

開発余地が他の市町に比べて多いとわかった。 

 中心都市からの距離が 10km 以内に多くの地域が含まれる市町では共同住宅等の建築が多く分布していたが、

中でも藍住町は藍住都市計画区域内ではあるが非線引き区域であるため、利便性と建築のしやすさから人口に

対する共同住宅等の建築が他の市町と比較して多い。 

共同住宅等の建築を地方都市広域圏で考えると、中心都市の土地利用規制や中心都市への距離がどの程度か

によって大きく分布が分かれることが分かった。徳島県では、中心都市での土地利用規制が周辺地域よりも緩

和されており、中心都市に建築が集中した。また、中心都市から 10km 圏内であれば、市街化区域内や非線引

き区域に建築の分布は集中することが分かった。 

表.2市町村及び土地利用規制ごとの共同住宅及び長屋建て住宅供給量 

 

 

 

 


